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大泉町教育委員会議録

１ 日 時 令和５年３月２９日（水） 午後１時３０分から午後２時３０分まで

２ 出席者

柴﨑教育長、福田委員、秩父委員、大塚委員、大野委員

３ 出席職員

石川教育部長、千吉良教育管理課長、前田教育指導課長、金井こども課長、

村田生涯学習課長、井田書記

４ 傍聴人

なし

５ 議事、協議及び報告事項

議案第８号 大泉町教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則及び大泉町教育委

員会職員の勤務時間等により難いものの勤務時間等に関する規則の改正に

ついて

議案第９号 大泉町教育委員会公印規程の改正について

議案第１０号 大泉町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の改正について

議案第１１号 大泉町公民館処務規則の改正について

議案第１２号 大泉町スポーツ推進委員の補欠委員の委嘱について

議案第１３号 大泉町教育委員会事務局職員の人事異動について

教育長報告 （１）令和５年第１回大泉町議会定例会について

（２）令和４年度末県費負担教職員人事異動について

（３）令和４年度中学校卒業生進路状況について

（４）町立保育園の民営化に係る保護者説明会の実施結果について

（５）子育て支援と保育園の民営化に関するアンケート調査結果について

その他 （１）大泉町教育委員会後援事業について

６ 議事内容

柴﨑教育長 これより教育委員会議を開会いたします。

はじめに、日程第１ 前回会議録の承認について、事前に配布させていただきまし

た会議録について、何かご意見等ございますでしょうか。

（なし）

ないようですので、令和５年２月２２日の会議録のご署名を、福田委員さんと大野

委員さんにお願いいたします。

日程第２ 附議事項に入ります。議案第８号 大泉町教育委員会事務局等職員の職

の設置に関する規則及び大泉町教育委員会職員の勤務時間等により難いものの勤務

時間等に関する規則の改正について、事務局より説明をお願いします。
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千吉良課長 はい。

柴﨑教育長 千吉良教育管理課長。

千吉良課長 それでは、資料の１ページをお願いいたします。

議案第８号 大泉町教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則及び大泉町教

育委員会職員の勤務時間等により難いものの勤務時間等に関する規則の改正につい

て、ご説明いたします。

令和５年４月１日から大泉町立図書館の指定管理者制度の導入に伴い、教育委員会

による図書館長の職の設置がなくなること、また、町立図書館への職員の配置がな

くなることから、所要の規則の改正を行うものでございます。

主な内容でございますが、資料の３ページから４ページをお願いいたします。

現行対照表になりますが、まず大泉町教育委員会事務局等職員の職の設置に関する

規則の第３条にある図書館長を削除し、次に、大泉町教育委員会職員の勤務時間等

により難いものの勤務時間等に関する規則の第２条の第１項および第２項から図書

館に関する部分を削除するものです。

以上です。よろしくお願いいたします。

柴﨑教育長 説明が終わりましたが、ご質問等ございましたらお願いします。

（なし）

それでは、ないようですので、議案第８号について承認いただける方は挙手をお願

いします。

（挙手全員）

挙手全員により、議案第８号は提案のとおり決定いたします。

続いて、議案第９号 大泉町教育委員会公印規程の改正について、事務局より説明

をお願いします。

千吉良課長 はい。

柴﨑教育長 千吉良教育管理課長。

千吉良課長 資料の６ページをお願いいたします。

議案第９号 大泉町教育委員会公印規程の改正について、ご説明いたします。

大泉町立図書館の指定管理者制度の導入に伴い、所要の規則の改正を行うものでご

ざいます。

８ページをお願いいたします。

第１２条といたしまして、旧印の保存の特例ということで、公印使用を廃止し、所

管課の備品として保管する旨の規定を加えるものでございます。

以降、第１３条、第１４条につきましては、条文のずれという形になります。

以上です。よろしくお願いいたします。

柴﨑教育長 説明が終わりましたが、ご質問等ございましたらお願いします。

（なし）

それでは、ないようですので、議案第９号について承認いただける方は挙手をお願

いします。

（挙手全員）

挙手全員により、議案第９号は提案のとおり決定いたします。
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続いて、議案第１０号 大泉町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の改

正について、事務局より説明をお願いします。

村田課長 はい。

柴﨑教育長 村田生涯学習課長。

村田課長 ９ページをご覧下さい。

議案第１０号 大泉町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の改正につい

てでございますが、提案理由については、大泉町立図書館の指定管理者制度の導入

に伴い、所要の規則を改正いたしたく提案する次第でございます。

１４ページの一部改正案・現行対照表をご覧ください。

主な改正点でございますが、目次につきましては、第２章の組織を削除いたしまし

て、第３章を第２章に、第３章の２を第３章に変更するものでございます。

各条につきましては、館長を指定管理者に変更するものです。

また、１５ページになりますが、第８条の２から第１０条を削除するものです。

１６ページ以降につきましては、条の削除に伴う条の変更、およびその他文言の変

更等を行うものでございます。

以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

柴﨑教育長 説明が終わりましたが、ご質問等ございましたらお願いします。

（なし）

それでは、ないようですので、議案第１０号について承認いただける方は挙手をお

願いします。

（挙手全員）

挙手全員により、議案第１０号は提案のとおり決定いたします。

続いて、議案第１１号 大泉町公民館処務規則の改正について、事務局より説明を

お願いします。

村田課長 はい。

柴﨑教育長 村田生涯学習課長。

村田課長 ２３ページをご覧下さい。

議案第１１号 大泉町公民館処務規則の改正についてでございますが、提案理由は

大泉町立図書館の指定管理者制度導入に伴い、所要の規則を改正いたしたく提案す

る次第でございます。

２５ページの一部改正案・現行対照表をご覧ください。

改正点でございますが、公民館管理係の所掌事務に、大泉町立図書館に関すること

を加えるものでございます。

以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

柴﨑教育長 説明が終わりましたが、ご質問等ございましたらお願いします。

（なし）

それでは、ないようですので、議案第１１号について承認いただける方は挙手をお

願いします。

（挙手全員）

挙手全員により、議案第１１号は提案のとおり決定いたします。
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ここでお諮りいたしますが、この後、議案第１２号および議案第１３号につきまし

ては、人事案件となりますので、秘密会とさせていただきますが、よろしいでしょ

うか。

（了承）

それでは秘密会をはじめます。

（非公開）

ここで秘密会を終了いたします。

続きまして、日程第３ 教育長報告ですが、まず（１）令和５年第１回大泉町議会

定例会について、事務局より説明をお願いします。

石川部長 はい。

柴﨑教育長 石川教育部長。

石川部長 ２９ページをご覧ください。令和５年第１回大泉町議会定例会について、主な概要

を記載してございます。

１日目は令和５年３月２日午前１０時に開議しております。

第１～３については、会議録の署名、会期の決定、諸報告について記載してござい

ます。

第４の報告第１号については、町営住宅の家賃等を長期にわたり滞納している者に

対し、町営住宅の明け渡しおよび滞納家賃等の支払いを求める訴えの提起をするも

のでございます。

第５の報告第２号については、町職員が除草作業をしていた際、使用していた刈払

機の刃が石を跳ね、住民が所有する自動車の運転席側のガラスを破損し、損害賠償

金を支払うものでございます。

第６の諮問第１号については、人権擁護委員の川島千枝子氏の任期が令和５年３月

３１日に満了となるため、引き続き候補者として同氏を推薦するものでございます。

こちらは承認をいただきました。

第７ 議案第１号および第８ 議案第２号、第９ 議案第３号につきましては、大

泉町情報公開・個人情報保護審査会の委員の委嘱について、記載の３名の任期が満

了となりますが、引き続き委嘱したく提案するものでございます。こちらも承認を

いただきました。

第１０ 議案第４号ですが、子ども家庭庁の設置および児童福祉法の一部改正に伴

い、所要の改正を行うものでございます。

第１１ 議案第５号ですが、健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金

の金額が見直されたことにより、大泉町国民健康保険条例の一部を改正するもので

ございます。

第１２ 議案第６号ですが、大泉町公園墓地に、合葬墓を設置するため所要の改正

をするものでございます。

第１３ 議案第７号ですが、土地改良法の一部改正により、文言の追加修正など所

要の改正をするものでございます。
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第１４ 議案第８号ですが、群馬県と協調して実施している小口資金融資制度にお

ける、借換融資の特例を１年間延長いたしたく所要の改正をするものでございます。

第１５ 議案第９号ですが、中小企業経営安定資金融資制度における借換融資の特

例を１年間延長いたしたく所要の改正をするものでございます。

第１６ 議案第１０号ですが、群馬県市町村公平委員会を共同設置する地方公共団

体の追加等を行うため、地方自治法の規定により規約の内容変更を行うものでござ

います。

第１７ 議案第１１号ですが、群馬県市町村総合事務組合の組織団体の名称変更、

追加等に伴う規約変更を地方自治法の規定により行うものでございます。

３１ページをお願いします。

第１８ 議案第１２号ですが、令和４年度大泉町一般会計補正予算（第５号）につ

いて、歳入歳出予算の総額をそれぞれ記載の額にするものでございます。全般的に

は、事業の確定および実績により更正減するものでございます。

第１９ 議案第１３号から第２２ 議案第１６号の各特別会計につきましては、記

載のとおり更正するものでございます。

３２ページをお願いします。

第２３ 議案第１７号の特別会計につきましても、記載のとおり更正するものでご

ざいます。

第２４ 議案第１８号 令和５年度大泉町一般会計予算から第２９ 議案第２３号

令和５年度大泉町公共下水道事業会計予算につきましては、一括上程となり、各

委員会においてそれぞれの所管の調査が行われました。

日付が前後する形となりますが、令和５年３月２０日午前１０時に開議され、第２

議案第１８号令和５年度大泉町一般会計予算から第７ 議案第２３号令和５年度

大泉町公共下水道事業会計予算につきまして、それぞれの項目で審査を行いまして、

全て可決をいただいております。

第８ 議案第２４号 副町長の選任についてですが、現職の飯田副町長が３月３１

日を持って退職することに伴い、次期副町長に現職の竹内総務部長を選任するもの

でございます。

３３ページをお願いいたします。

一般質問についてでございます。

令和５年３月６日午前１０時に開議され、３名から一般質問がありました。

その中で教育部に関係するものの概要を説明いたします。

まず議席１４番 渡邉議員の質問ですが、２．「子ども・子育て支援」についての

（１）国の「子ども・子育て支援」方針の評価についてになりますが、予算等がつ

きましたら速やかに町としてできることから取り組んでいくと答弁しております。

次に（２）本町の「子ども・子育て支援」について、コロナ禍の影響により、学級

閉鎖や自主登園等ありましたが、支援策としては概ね順調に進んでいるとの答弁を

いたしました。

（３）「子育て世帯へのアンケート調査」の結果と今後の取り組みについて、アン

ケートの結果、１８歳以下の医療費の無償化、教育環境の充実、給食費の無償化と
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いった回答が多く、それに対して、財源状況を踏まえて検討していくと答弁してお

ります。

続いて、３．町立保育園の「民営化計画」についての（１）「民営化」の問題点と

今後の課題について、子ども達の保育の継承等が課題になっているかと思うが、引

き続き確認等をしつつ、しっかりと対応していきたいと答弁しております。

（２）「町立保育園３園」の保護者・関係者の理解と納得を得る努力について、引

き続き意見交換会を随時開催し、より一層理解を求められる関係を築いていきたい

と答弁いたしました。

続きまして、議席６番 佐藤議員の質問になります。

１．小中学校における環境教育についての（１）環境教育の現状について、各小中

学校７校において、環境教育の全体計画を策定しており、その中で環境についての

様々な教育を実施していると答弁しております。

（２）カーボンニュートラルに関する教育について、町の施策であるゼロカーボン

等をわかりやすく児童生徒に伝え、関心を持ってもらえるよう指導していきたいと

答弁いたしました。

３４ページをお願いいたします。

議席９番 都丸議員の質問になります。

１．子育て支援の取り組みについての（１）保育園の年度途中の入園率向上の取り

組みについて、保育士の確保に向けハローワークや専門学校等に募集をかけている

が、人員の確保が難しいとの答弁をいたしました。

（２）令和７年度以降の町立保育園の運営について、①～④とありますが、まず①

について、民営化後も残る北保育園の概要を説明させていただき、②～④について

は現在検討しておりますので、詳細が決まり次第改めて説明させていただきます。

（３）町立保育園を年度途中入園の一時的な受け皿としての活用と、町内保育施設

への町職員（保育士）の派遣システムの構築について、まず一時的な受け皿の活用

ということですが、内容として難しいが、もし町内保育施設において実施するとい

う話しになったときには調査・研究していくと答弁いたしました。また、町職員の

派遣システムについてですが、施設毎に保育の仕組みが異なるので、一時的にその

仕組みを理解することが難しいなどといった点が多いことから、こちらについても

実現は困難であるとの答弁をいたしました。

以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

柴﨑教育長 説明が終わりましたが、ご質問等ございましたらお願いします。

（なし）

ここでお諮りいたしますが、次の報告事項（２）、（３）につきましては、人事案

件および進路に関する事項となりますので、秘密会とさせていただきますが、よろ

しいでしょうか。

（了承）

それでは秘密会をはじめます。

（非公開）
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ここで秘密会を終了いたします。

続きまして、（４）町立保育園の民営化に係る保護者説明会の実施結果について、

事務局より説明をお願いします。

金井課長 はい。

柴﨑教育長 金井こども課長。

金井課長 町立保育園の民営化に係る保護者説明会の実施結果についてご報告いたします。

令和５年３月１１日（土）の午前９時３０分から公民館ホールにて、募集要項に関

する説明会を開催しました。

冒頭町長が出席しており、まずその際の意見になります。

５０年の歴史とその中で培ったものがある町立保育園を、村山町長の代で手放すこ

とはどのように思っているのかとのことですが、平成１７年から町の方針として決

まっており、５０年の歴史の中で培ったものをしっかりと継承し、民営化しても変

わらない保育内容で保育の提供を行っていきますと回答いたしました。

次に、北保育園の保護者も選定委員に追加してもらいたいとのことですが、北保育

園の保護者も選定委員会に追加していきますと回答しました。

続いて、町長退席後の意見になります。

募集要項や評価基準表は確定事項なのか、また、評価基準表は応募事業者へ公開す

るのかとのことですが、募集要項等は確定事項であり、評価基準表は応募事業者へ

公開しますと回答しました。

次に、現地説明会が日曜日に設定されているが、平日の保育を見学してもらわない

と実際の町立保育園の保育内容が伝わらないのではないかとのことですが、応募事

業者には現地説明会の際に、各園と日程調整をしてもらい、平日の保育を見学しに

来てもらいたいと考えていますと回答しました。

続いて、選定委員は応募事業者の保育施設を見学しに行くのかとのことですが、予

算は確保していますので、選定委員と調整し、実施を検討していきますと回答しま

した。

最後に、北保育園の医療的ケア児を令和７年４月から受け入れるのかとのことです

が、受け入れに必要な設備や有資格者の確保、病院との調整等があるため、令和７

年４月から実施するというものではなく、今後そのような内容を検討・調整しなが

ら、受け入れ体制が整えられたら実施していくことを想定していますと回答しまし

た。

以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

柴﨑教育長 説明が終わりましたが、ご質問等ございましたらお願いします。

（なし）

続きまして、（５）子育て支援と保育園の民営化に関するアンケート調査結果につ

いて、事務局より説明をお願いします。

金井課長 はい。

柴﨑教育長 金井こども課長。

金井課長 アンケートの資料１ １ページをお願いいたします。

２の調査方法および回答率ですが、対象者は０～６歳までの非在園児および中学校
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卒業後の１５～１８歳の子がいる保護者です。配布数は９１７件。実施期間は令和

５年２月２１日から３月６日の１４日間。有効回答数は２３０件。有効回答率は２

５．１％です。

１１ページをご覧ください。

アンケート結果のまとめですが、子育て支援に対する保護者の意向は、「１８歳ま

での子どもの医療費の無料化」、「小中学校の給食費の軽減」、「小中学校や保育園

などの施設環境の整備」が高い回答となっております。

このことから、子どもの医療費の無料化については、令和５年度から実施していき

ますが、今後、給食費の軽減などの保護者の経済的負担の軽減や施設環境の整備が

進められるよう子育て支援に取り組んでいく必要があります。

保育サービスにつきましては、一時預かり事業、病児保育事業、地域子育て支援事

業の要望が多くなっております。

全体的に見ますと、子育てと就労の両立ができ、安心して子どもを預けられる環境

整備への希望が窺えます。

保護者が安心して就労できる特別保育サービスについて、環境整備や私立保育園で

の実施に向けて調整を図っていく必要があります。また、児童相談所などの関係機

関との連携を密にし、育児相談の窓口の充実や子育てのための情報の発信をさらに

充実させていく必要があると考えております。

なお、アンケートの資料２につきましては、１回目と２回目のアンケート結果の集

計となっておりますが、結果はどちらもほぼ同様の結果となっております。

以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

柴﨑教育長 説明が終わりましたが、ご質問等ございましたらお願いします。

（なし）

以上で教育長報告を終了いたします。

続きまして、日程第４ その他、大泉町教育委員会後援事業について、事務局より

説明をお願いします。

村田課長 はい。

柴﨑教育長 村田生涯学習課長。

村田課長 資料の３７ページをお開き下さい。

大泉町教育委員会後援事業につきましては、記載のとおりでございます。

もう１点連絡がございます。机上配布いたしました資料をご覧ください。

生涯学習講座のご案内です。日時は５月２８日（日）午後２時から。会場は町公民

館ホール。講師はアドラー心理学カウンセラーの鈴木稔氏をお迎えし、「嫌われる

勇気 自分らしく輝いて生きるためのアドラー心理学の知恵」と題して、ご講演い

ただきます。

以上です。よろしくお願いいたします。

柴﨑教育長 他に事務局から何かありますか。

（なし）

委員さんから何かありますか。

大野委員 先程の生涯学習講座について、町民の方への周知方法はどのような手段になります
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か。

村田課長 はい。

柴﨑教育長 村田生涯学習課長。

村田課長 公民館の広報誌「和」の４月号への掲載および、町ホームページへの掲載、また、

各公共施設へのポスターの掲載やチラシの配布にて周知いたします。

柴﨑教育長 他に何かございますか。

（なし）

それでは、以上で教育委員会議を閉会いたします。

上記会議録は、正確であると認めます。

令和５年４月２５日

署名 教 育 長

署名 教育委員

署名 教育委員


